
当会元会員に対する有罪判決についての会長談話 

 

当会の会員であった立野憲司（たての けんじ）元弁護士（２０２３年３月

３１日に第一東京弁護士会に登録換えし、２０２４年１月下旬ころ弁護士登録

を取り消している。）は、当会所属期間中に、依頼者からの預り金８４０万９

０９９円を業務上横領したとして、２０２４年２月９日、福岡地方裁判所にお

いて、懲役３年、執行猶予５年の有罪判決を受けました。 

 一審判決は未だ確定していませんが、判決で認定された事実は、弁護士に対

する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。 

当会は、今年度において、元会員・会員が合計３名逮捕されたことから、更

なる不祥事防止策を検討しているところであり、また、倫理研修の一層の充実

などを通じて、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市

民の皆さまからの信頼回復に今後とも努力する所存です。 
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